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進捗状況
財政の健全化

概ね順調に進捗するも課題あり
大項目 1

第 5次行政改革推進計画の平成 28年度の取組結果 (案)について

1 取組結果の概要

【重点取組】

財政収支の均衡と将来負担の軽減を図りつつ、持続可能な財政基盤の確立に向け、歳出構造の見

直し、歳入確保の取組推進、公営企業等の健全経営に取り組む。

【進捗状況】

中項目の3つ の取組は、一部で課題が発生しているものの概ね順調に進捗しており、財政の健全

化に向けた取組は、着実に進捗していると評価した。

◆ 中項目 仰)歳出構造の見直し

【取組状況】

概ね順調に進捗

○ 優良な市債の有効活用により、後年度負担の軽減を図るとともに、財政健全化判断比率の推移に

留意した財政運営を図つたことから、実質公債費比率、将来負担比率ともに第 2次財政計画 (以下

「財政計画」という。)の計画値を下回つた。また、国庫補助等の特定財源の確保や入札差金等の

留保などにより、平成 28年度末の財政調整基金の残高は約 127億円を確保することができた。

○ 平成 27年度に策定した「補助金に関する基本方針」に基づき、補助金を適正に執行するととも

に、補助金の交付状況を市ホームページで公表し、財政運営の透明性を確保した。

○ 財政計画の範囲内での予算規模となるよう事業の見直しや経費の節減等を進め、平成 29年度当

初予算は、財政計画比で 16億 円減の 1,077億円となった。

○ 公共工事等の品質確保とコスト縮減のため、技術系職員を対象とした専門研修を開催し、品質確

保とコスト縮減につながる技術力育成を図った。

○ 平成 27年度からの制限付き一般競争入札の対象範囲等について、入札結果の分析・検証を行う

とともに、公正 。透明かつ競争性の高い入札契約制度を運用した。

【課題・改善点】

○ 財政計画では、普通交付税の段階的な縮減の影響等により、今後も歳入を歳出が上回り、不足額

を財政調整基金で補う状態が続く見通しにある。引き続き、事業費の精査、特定財源の有効活用、

入札差金の留保等を通じて、歳出超過を財政計画の想定の範囲内に抑えつつ、財政調整基金残高の

推移を注視しながら、計画的な財政運営を図る必要がある。

◆ 中項目 121歳入確保の取組推進

【取組状況】

概ね順調に進捗するも課題あり

○ きめ細かな納税相談や個別訪間による徴収活動、法令に基づく厳正・的確な滞納処分等を行うと

ともに、コンビニ収納や日座振替の促進など納税しやすい環境づくりに取り組んだことにより、収

納率は達成目安の93.21%を 上回る93.62%と なった。また、より適正で効果的・効率的な債権管理

を行うため、債権管理条例を制定するとともに、債権管理の一元化及び全庁統一的な事務処理の実

施に向けたシステム改修や組織体制の検討などの準備を進めた。

○ 売却可能資産の商品化及び情報発信を適時に行い、普通財産の早期売却・貸付けを展開したこと

により、達成目安の316,856千 円を上回る367,876千 円の成果を得た。
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○ 市の広報やホームベージ、封筒の広告収入のほか、ふるさと納税の促進などに取り組み、達成目

安を超える収入を得た。

【課題・改善点】

○ 当市の歳入の主要な財源である市税等を確実に確保するため、引き続き、収納率を向上する取組

が必要である。

○ 新クリーンセンターの稼働に伴い、家庭系廃棄物の処分等に係る手数料の見直しを行う必要があ

る。

◆ 中項目 (3)公営企業等の健全経営 進捗が不十分

【取組状況】

○ ガス事業及び上水道事業については、平成 29年度から実施される小売全面自由化などのガスシ

ステム改革への対応、簡易水道事業及び小規模水道事業の水道事業への統合準備を実施するなど、

第 2次中期経営計画に基づき健全経営に取り組んだ。

○ 病院事業については、県が平成 28年度末に策定した「地域医療構想」の検討経緯等を踏まえ、「上

越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会」において改築に向けた診療機能などの

方向性の検討を行うとともに、平成 29年度から4か年間を計画期間とする健全経営に向けた「上

越市病院事業経営改革プラン」を策定した。           ・

○ 下水道事業については、平成 32年度の公営企業会計への移行に向けた資産調査を実施するとと

もに、汚水処理施設の早期概成に向けたアクションプランを策定するなど、経営の健全化に向けた

取組を推進した。

○ 後期高齢者医療や介護保険等の特別会計については、収納率の向上に努めたほか、平成 29年度

からの収納管理一元化に向け、課題整理や調整を行った。また、生活習慣病の発症・重症化予防等

の取組を推進した結果、国民健康保険特別会計等における医療費や介護保険特別会計における保険

給付費の抑制を図つた。

○ 累積欠損金を抱える第ニセクターに対して、中期経営計画の作成と進捗管理を要請するとともに、

定期的に協議を行うなど、経営改善に向けた取組を促した。

【課題 。改善点】

○ 下水道事業については、農業集落排水施設の統廃合について、より効果的・効率的な計画とする

ため、スケジュールを見直し、平成 29年度に詳細検討を行うこととした。

○ 国民健康保険特別会計について、特定健康診査受診率は、達成目安を超えることができなかった

が、前年から0.3ポイント伸びて 48,7%と なった。引き続き、特例市の中では高い水準にある受診

率を維持しながら、保健指導の強化に取り組む必要がある。

○ 新幹線新駅地区土地区画整理事業について、駅前開発が進んでいる状況や良好な住環境などを説

明しながら、早期に保留地の売却を進める必要がある。

○ 第ニセクターについては、中期経営計画に基づく単年度の事業計画の達成に向け、更なる経営健

全化に向けた取組を進める必要がある。
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進捗状況
行政運営システムの見直 し

概ね順調に進捗するも課題あり
大項目2

【重点取組】

今後、歳入の減少が見込まれる中、限りある財源と人的資源を効率的・効果的に活用し、本来の政策

目的に沿った行政サービスを展開していくことが不可欠であり、このため、単なる一律削減ではなく、

強化すべきところへ確実に予算と人を配分していく「選択と集中」の仕組みを構築するなど、最少の経

費で最大の効果を発揮することができる行政運営の体制や仕組みの確立に向け、マネジメントシステ

ムの強化、民間活力の活用、公共施設の見直し、市民とのコミュニケーションの充実に取り組む。

【進捗状況】

中項目の 4つの取組は、一部で課題が発生しているものの概ね順調に進捗しており、行政運営シ

ステムの見直しに向けた取組は、着実に進捗していると評価した。

◆ 中距日 付)マネジ ン トシステ の強イヒ 概ね順調に進捗するも課題ありム

【取組状況】

○ 政策協議を行い、第 6次総合計画の重点戦略や地方創生に係る施策の方針を決定し、新規・拡充

事業を平成 29年度予算に反映した。

○ 事務事業の総点検の結果に基づく全 571事業の改善・廃上の取組のうち、平成 28年度は、91事

業の改善・廃止の取組を進め、平成 28年度末までに445事業、77.9%の取組が完了した。

○ 他自治体の事務改善事例や他課の取組を全庁で情報共有するとともに、職場単位で検討を行い、

事務の効率化や市民サービスの向上などに資する 139件の改善に取り組んだ。

【課題 。改善点】

○ 事務事業の総点検に基づく取組を進める上で、課題が生じている取組があることから、早期に今

後の対応を決定する必要がある。

◆ 中項 目 (21民間活力の活用

【取組状況】

概ね順調に進捗するも課題あり

O PPP/PFI手 法の優先的検討規程について、国の支援を得て、ガイドライン形式で策定した。

○ 指定管理者制度導入施設について、モニタリングを行い、指定管理者が適切な管理運営を行つて

いることを確認した。

【課題・改善点】

○ 学校給食調理業務委託について、新規導入は 3校であり、達成目安である 4校を下回つたが、平

成 30年度は達成目安である 2校を上回る 3校に対して導入する予定である。今後も、調理員の退

職者等の動向を踏まえ、導入を進める必要がある。

◆ 中項目 13)公共施設の見直し 概ね順調に進捗するも課題あり

【取組状況】

○ 公の施設の再配置計画の取組について、小学校、保育園及び公民館分館など、延べ 28施設の廃

止等を実施した。

○ 公の施設等の除却について、計画した 10施設のうち、9施設を除却したほか、1施設はアスベス

ト対応の必要性が生じたことから、平成 29年度に繰り越して実施している。
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○ 市が借り受けている土地について、今後の利用を検討した上で、借地契約の解消 (返還・買収)

や適正な基準額となるよう借地料の見直しを進めた。

【課題 ,改善点】

O 公の施設の再配置、借地の解消、借地料の見直しの取組について、引き続き、関係者への丁寧な

説明と協議を重ねながら進める必要がある。

○ 施設管理に係る基礎データを精緻化し、分析を進めるとともに、施設の適正配置、老朽化対策の

在り方について検討を進める必要がある。

◆ 中項目 (4)市民とのコミュニケーションの充実

【取組状況】

概ね順調に進捗するも課題あり

○ 広報紙については、ユニバーサルデザイン仕様で特集記事を作成したほか、ホームページについ

ては、旬の話題を取り上げながら、バナー項目のデザインを見やすいように改善するなど、分かり

やすい市政情報の発信に努めた。

O 市民と市長との対話集会を一般市民及び高校生を対象に 9回開催したほか、パブリックコメント

を年間 7案件実施するなど、広聴活動を推進した。

○ 接遇研修や窓ロアンケート、20件の相談窓口に係る事務改善を実施し、窓ロサービスの向上を図

るとともに、市民課の窓ロカウンターの一部を車椅子使用者の膝が入るように改修するなど、相談

窓日の環境整備を行った。

○ 各種申請書類について、わかりやすく迷わずに記入できるように、記入項目や記入欄の大きさな

どを見直した。

【課題 。改善点】

○ 引き続き、相談窓日のサービス向上に努めるとともに、相談者や相談内容の状況を踏まえ、新た

な相談窓日の検討を行う必要がある。
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進捗状況
人材育成 。組織風土の改革

概ね順調に進捗するも課題あり
大項 目 3

【重点取組】

職員数の適正化と効率的な組織の見直しに取り組むとともに、職員の意識改革や資質向上に資す

る取組と、職員の能力が最大限発揮できる環境整備を推進する。

【進捗状況】

中項目の 2つの取組は、一部で課題が発生しているものの概ね順調に進捗しており、人材育成・

組織風土の改革に向けた取組は、着実に進捗していると評価した。

◆ 中項目 (1)定員の 正化及び組織の見直し 概ね順調に進捗

【取組状況】

○ 第 3次定員適正化計画を基本としながら、今後の業務量推移、職員の退職・辞職や再任用の見込

み等を把握した上で、平成 28年度の定員管理を実施した結果、平成 29年 4月 1日 現在の正規職員

数は、計画値より4人少ない 1,917人 となった。             ′

○ 行政運営上の環境変化などに対応するため、平成 29年 4月 より、「すこやかなくらし支援室」を

「すこやかなくらし包括支援センター」に改めるとともに、「こども発達支援センター」を機関と

して位置付けたほか、観光振興課内の「施設係」を拡充して「施設経営管理室」を設置するなど、

適時に組織の見直しを行った。

◆ 中項目 12}人材育成の推進 概ね順調に進捗するも課題あり

【取組状況】

○ 人材育成の目標・方策など取組の方向性を定めた「人材育成方針」を改訂し、行政需要や課題に

対応できる人材の継続的な育成と、組織力の維持・向上を図つた。

○ 人事評価制度を本実施し、職員の能力や業績の評価を行うとともに、業務遂行中や期末面談など

の機会を捉え、ポイントを押さえた上司の指導・助言などを通じて、職位に応じた職員の能力の早

期定着・伸長の促進や、適切な業務マネジメントの推進を図った。

○ 副課長級及び係長級職員を対象に、メンタルヘルスセミナーを実施するとともに、所属長の面談

を通して職員の業務の進捗状況やメンタル面の不調の有無等を確認し適切な指導を行うなど、働き

やすい職場環境を整備した。

【課題・改善点】

○ 専門性の高い職員の育成や事務処理能力、政策形成能力等の資質向上に向けた実践的な研修が必

要であることから、適宜、研修の内容や実施時期、対象等の見直しを行う。

○ 引き続き、職員が,い身ともに良好な状態で業務遂行できるよう職場環境の整備が必要であり、業

務の進捗管理を徹底し、時間外勤務及び長時間労働者数減、年次有給休暇の取得促進を目指す。
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進捗状況

概ね順調に進捗するも課題あり
「新しい公共」の創造・推進大項目 4

【重点取組】

複雑 。多様化する市民ニーズや社会経済情勢の変化に対応していくため、市民やNPO、 住民組

織などによる公益活動の活性化や地域における様々な分野の支え合いを促すとともに、多様な主体

間の連携や協力、役割分担を見直すなど、人と人、人と地域、地域と地域、また異なる分野間の多

様な関係性の再構築に資する取組を推進する。

【進捗状況】

中項目の 3つの取組は、一部で課題が発生しているものの概ね順調に進捗しており、「新しい公

共」の創造・推進に向けた取組は、着実に進捗していると評価 した。

◆ 中項目 仰)地域自治の推進 概ね順調に進捗するも課題あり

【取組状況】

○ 各区が活動事例報告などを実施し、地域活動支援事業の周知に取り組んだことにより、平成 28

年度の提案件数は、大幅に増加した昨年度とほぼ同数の 380件となった。

O 地域コミュニティヘの活動支援について、従来の集合講座方式から地域づくリアドバイザーを派

遣する出前講座方式に変更するなど、コミュニティに寄り添う伴走型の支援を実施した。

O 自主自立のまちの実現に向けて、地域における議論が進められるように改選後の地域協議会委員

に対して、地域協議会の役割や地域自治区制度の説明を行うとともに、地域課題を踏まえた議論が

行われるように区ごとに地域の皆さんとの話し合いを実施した。また、市民にも参加を呼びかけ地

域活動フォーラムを開催し、当市と同様に地域自治区制度を導入している他の自治体の取組や市内

の各団体の地域活動に関する事例を紹介した。

【課題・改善点】

○ 引き続き、委員研修や地域との意見交換などを通じて、地域協議会の役割や地域自治区制度につ

いての委員の十分な理解を深め、地域の課題解決に向けた自主的審議などに取り組めるようにする。

◆ 中項目 121市民活動の促進

【取組状況】

概ね順調に進捗

O NPO。 ボランティアセンターを主体に、月 1回程度の交流会やソーシャルビジネスの展開に向

けたセミナーを開催したほか、引き続き、市民活動に役立つ情報のメール配信を実施するなど、市

民活動への参画促進と市民活動団体同士の連携を図つた。

◆ 中項目 (3)取組推進のための環境整備

【取組状況】

概ね順調に進捗

○ 元気の出るふるさと講座を 12地区で開催し延べ 660人 の参加があり、これまで以上に地域につ

いての学びを深め、課題解決に向けた取組の実践を行うことができた。

○ 市民活動や協働に関する取組事例の紹介、職員の協働に対する意識向上のための職員研修を開催

し、市民活動や協働に関する全庁的な取組を推進した。
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2取組結果の一覧

取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一 部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、目標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、目標は達成の見込み、

C:進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、目標は未達成の見込み)

大
項
目

中
項

目
No 取組項 目

平成 28年度

取組状況

(Do)

取組工程に
対する評価

(Check)
取組主管課等

1

の

1

2

3

4 の

5

6 公 の

7

8 イこ の

9

10
の

12 の

13

14

15 特別会計の効率的な運営

16 セ の 監

概ね順調に進捗するも課題あり

胴n〕貝「司1こ進捗

R A 貫 政 誤

A A 貝ン政 誤

A 員ン政誤、行政改革推進課

A
B A
A
R 政 誤

概ね順調に進捗するも課題あり

B B 収納課

C B
B A 用地管財課
B A
進捗が不十分

B A
B A
C C

C C
国保年金課、高齢者支援課、健康づくり
推進課地域医療推進室、上越妙高駅周
辺整備事務所、環境保全課、観光振興課

B 弓 三 セ

2
マ

17

18 の

19 と運用

20 ヒ・ の

21 との 目 の

の

22 へ の の

23 の

公

24

2 5

26 の

27 の

のコミュ の

28 幸瞑

29

30 市民ニーズ等に紺応した相談窓口の充実

31 申請手続の簡素化

概ね順調に進捗するも課題あり

概ね順調に進捗するも課題あり

B A 企画政策課

B B 行

B B
B A 行政改革推進課、人事課

B B 行政改革推進課、人事課
概ね順調に進捗するも課題あり

C B
B A 行政改革推進課

概ね順調に進捗するも課題あり

B B
B B
B B 行政改革推進課、財政課、用地管財課

B B 用地管財課
概ね順調に進捗するも課題あり

B A
B A 広報対話課、行政改革推進課

B B
行政改革推進課、人事課、
窓ロサービスを提供する課

B A 行政改革推進課、人事課、
窓ロサービスを提供する課

の

32 正 の

33

34 の

35 人

36 の

37

概ね順調に進捗するも課′=と買あり

イ七准X川只 司に ,_任 ケ

A 人事課

人事課

概ね順調に進捗するも課′.こ買あり

R 人事誤

A 人事誤

A
R

」

38

39

40

41

ア

概ねlし買調に進捗するも課題あり

概ね順調に進 1/1'するも課題あり

A くり

T〕

イ猛イユ川υミ 司イこ進捗

R A ま

概ね順調 に進捗

B A り

B A :牛 支ちづくり誤

Aの数

Bの数 Ⅲ

Cの教

Dの数
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3取組結果の詳細
取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、Ci一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価 (A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、目標は達成の見込み、
C:進捗しているが、目標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、目標は未達成の見込み)

平成28年度 平成20年度

取組状況
(Oo)

る評価取組工程に対す
(Check)

目

中

目

平成30年度の
到達目標 計画内容

(PIan)
具体的な内容

見直し、改善事項
(Action)

計画内容
(PIan)

※下線部は変更箇所

・健全化判断比率を次の
とおりとする。

実 質公債 費比率
142%以下

将来負担比率
1435%以下

実質公債費比率 :一 般

る割合

債の標準財
本とした額に

した額

おく

負担すべき
一般会

・優良な市債の有効活用
により、実質的な一般財
源の負担軽減を図る。
・l建全化判断比率の推移
に留意した財政運営を図
る。

[達成目安]

第2次財政計画値
・実質公債費比率
・将来負担比率

144%
152396

B

・財政計画において合併特例債等
の優良債を充当している事業に対
しては、計画通り優良債を充当す
るなど、実質的な一般財源の負担
が軽減されるように予算編成に取
り組んだ。

予算を活用し、事業費
スで58億円以上の経済対策を

るとともに、補正予算債を活
など特定財源の確保に努め

目安に対する状況]

実質公債費比率 (未確定)

将来負担比率  (未確定)

A

・財政計画において優良債の充
当を予定している事業には、優
良債を充当したほか、市債の借

留意した財政運営を図つ

や

1 優良な市債の有効活用による将来負担の軽減

・将来負担比率 1443%

・優

図る。

り

目安]

14196

A

・年度末財政調整基金残

25億 円以上の確保

(第 2次財政計画値 84億
円 )

・財政調整基金を歳出事
業の財源として活用する
ともに、平成28

・財政調整基金残高 96億

円

A

変更し、当初予算編成の最終局面
となる1月 中旬としたほか、課内の
点検体制の強化も行つた。
・決算見込額調査結果を踏まえた
予算整理を行い、3月 補正予算及
び平成29年度予算を編成した。
・国庫補助金等の特定財源の確保
や、入札差金等の留保などによ
り、平成28年度末の財政調整基金
残高は127億 円を確保できた。

向上 ・主要一般財源が当初見込みを
上回つたほか、国の2次補正の
活用等、回庫補助金などの特定
財源の確保に精力的に取り組
んできたこと、入札差金や執行
差金を次年度以降の財源として
留保したことなどにより、平成28

年度末の基金残高が、財政計
画値を91億円余り上回つたた
め。

2 財政調整基金の確保と活用

・財政調整基金を歳出

業の財源 として活用す

ともに、平成29年度末基
金残高を25億円以上確保
する。

[参考]

第2次財政計画値
・財政調整基金残高 93億

・基本方針が定められ、
基準の下、すべて
金等について見

ている状態

・既設の補助事業等が、

基本方針に基づき、適正

に執 行されているかを検

証する。
・新設する補助事業等に

ついては、基本方針に基
づく運用が成されるかを

審査する。

B

る基本方針に基づ

付状況について、

予算査

て

こ基で

てヽ公表し

・補助金に関す
き、補助金の交

A 況

し、

した。

てヽ、基本

金の適正な

るとともに、

補助金・交付金の見直し

行されているかを検

が成されるかを

、適正

第 2次財政計画に沿つ

費や庁舎の光
物件費等の

ている状態

・経費節減等に対する目
こ向けた執行管理

的に行う。

B

予算要求通知により、経常経費

【個別の取組】
・事務用紙節減の徹底を通知し、
削減に努めた。
・施設の光熱水費の使用料及び消
費量について、エネルギー管理シ
ステムにより毎月の管理を行うとと
もに、環境管理委員会で四半期毎
の進捗管理を行つた。また、「冬季
の省エネルギー運動」として、省エ
ネルギーの取組を徹底した。

そ

A

予算の経常経費
義務的経費を除

で 6 億財政計画比は 、

円となつた億

・平成29年度
(投資的経費

経費の節減 。合理化の徹底

・経費節減等に対する目
けた執行管理

・公正・透明かつ競争性
の高い入札契約制度が
適切に運用されている状
態

おいて、下記2点 を実施
・制限付き一般競争入札
の範囲を予定価格2,000

万円以上とする。
・入札時における工事費
内訳書の提出を義務付け
る。

こ引き続き
請負工事に

B

・平成26年度～平成28年 11月 まで
の各ランク別の受注件数のデータ
の比較、検討により平成28年度制
度改正を検証した。
・次年度の契約制度を検討した。
・工事費内訳書の失格事由を検討
した。
・入札に関する業者からの苦情の
分析、対応策の検討をした。

A

・平成 28年度に改正した内容に
ついて、平成 26年度から平成28

年度までの工事等級別の受注

業者ランクを分析、検討し、平成
27年度の改正も含めて改正の

目的が達成されたかを検証し

た。
・平成 27年度の改正 目的は、達

成されたと判断した。

1財政の健全化

)歳出構造の見直し

5 入札契約制度の改善・見直し

・関係法令や地域経済の
状況等を勘案し、公正・透
明かつ競争性の高い入札
契約制度を適切に運用す
るとともに、必要に応じて
入札契約制度の見直しを
行う。
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
C:進捗しているが、目標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、目標は未達成の見込み)

平成29年度平成28年度

る辞価

(Check)

具体的な内容

改善事項

lon)

見直し、
(Act

計画内容
(PIan)

※下線部は変更箇所

目 目

平成30年度の
到達目採 計画内容

(PIan)

・公共工事等の品質確保
とコスト縮減に向け、具
体的な仕組みが整備さ
れている状態

一部改正を踏
工事等の品質

・公共工事等の設計・施

庁内検討の実施
先進事例の調査・研究、

・技術系職員の研修の実
施

る

める。

品確法の

公 共

A

整備部研修として、担当職員
て「災害」「道路」「建築」

都市計画」の各研修
。また、上信越自動

車道4車線化事業の現地研修を実
施した。
・建築基準法について、建築住宅
課内の職員による勉強会を3回 実
施した。
・職員の技術力向上のため、下水
道建設課だけでなく都市整備部内

・上越市建設技術協会として

資格取得について、市建設技術

こ合格した。引き続き、

り組む。

り

し、

た。

及

し

トヾロー)

一級建
管理技士な

A

・O」TからOttJTに よる知識の

の育成に繋がると判断
順調に進捗していると評価し

付けることができ、各
も「建築基準法Jこよ

よる技術力の向上と育成が図ら
れてきている。

ことか
こよりるこ

る

今 後 と| 技す

ことで
て、研
、学ぶ

しに野 別

てヽ

に参加 がりに

り、課を越え
パトロール」

・地方創生など市施策
入れるなど、技

力向上とともに、市

としての意識向

り入れるなど様々な
方法を検討していく。

育 え時に植

を

6 公共工事等コス トの更なる縮減

品確法の一部改正を踏

・公共工事等の設計・施エ
る技術系職員の

先進事例の調査・研究、

研修の実

庁

・第2次財政計画に基づく

る

榔，００４億円
の

‐

て し 予算を編成する。

第2次財政計画値
・一般会計の予算規模

[達成 目安]

1.166億 円

てヽ面積

る。

、適
B

・予算編成方針及び予算要求通知
により、財政計画で見込んだ事業
費の範囲内での予算要求を徹底
するよう通知した。
・財政計画を基軸に予算査定を
行つた。 A

時点では、財政計画

減の1,0766億円となつた。

は計画値を

した予算規模及
予

算規模は、
算査定により
計画比で162

予算規模の計画的な縮小

・第2次財政計画に基づ
、歳入規模に見合つた

予算を編成する。

一般会計の予算規模
1,093億円

B

きめ細かな納税相談や納税指
個別訪問による徴収活動を実

くりに取り組んだ。
・平成29年度からの使権管理の一
元化及び全庁統一的な事務処理
に向けて、債権管理条例の制定や
新たな組織体制の検討、関係課と
の協議など必要な準備を進めたほ
か、3月 から一元化に対応した新た
なシステムの運用を開始した。
[達成目安に対する状況]

収納率 9362%

ニエンまた、
たほか、

ア で

B

・引き続き、きめ細かな収納・徴
収業務と厳正な滞納処分に取り
組むとともに、債権管理の一元
化による効果的・効率的な事務
処理を実施することにより、目標
は達成できる見込み。
,当 市の歳入の主要な財源であ
る市税等を確実に確保するた
め、引き続き、収納率を向上す
る取組が必要であるため。

・コンビニ収納の検証
については、利便性向
上の観点から、市税以
外の料金への対象拡
大を検討してきたが、
市税と比較し、スケー
ルメリットが小さく、費
用対効果の観点から
拡大しないことで一定
の方向性を得たため、
計画内容から削除す
ることとした。

・納税相談の実施
・分納措置

[達成目安]

収納率   9353%

※参考
〇現年課税分収納率
・市税   9878。 /6

・国民健康保険税
93239る

・保育料   9910%
・住宅使用料 9840%

・国民健康保険税
1861%
・保育料   19840/。
・住宅使用料  1875%

法 的

19979る
卒

・市税等の収納率を次の
とおりとする。

収納率   9346%

※参考
O現年課税分収納率
・市税   9881%
・国民健康保険税

・国民健康保険税
1861。/6

・保育料  1984%
・住宅使用料
18750/6

20049る

93239る

991094保育料
住宅使用料

・納税相談の実施
・分納措置
・法的手段の行使
・コンピニ収納の検証・実

・償権管理の一元化準備

収納率    9321%

国民健康保険税

・国民健康保険税
1862。/6

・保育料   1984%
・住宅使用料  18759`

98859冶
収納率

目安]

93239る

9910%
料  9840%
分収納率

19989る

・保育料
・住宅使用
O滞納繰越
・市税

8 市税等の収納率の向上に向けた取組の推進

No 9の総括評価 C B
・平成26年度と比較
し、サービスの提供に
要する経費に対する料
金収入が適切な割合と
なるなど、受益者負担
の更なる適正化が図ら
れている状態

[手数料]

・新クリーンセンターの稼
働に伴い、家庭系廃棄物
の処分等に係る手数料の
見直しを行う。

その他]

新設する受講料等につ

*斗 ]

設定する。

引上げに伴
見直しを

D

B

B

・ごみ収集運搬業務委託料の見直
しを踏まえ、手数料の見直しにつ

使用料 (減免制度を含む)の改定
てヽ、庁内照会を行い

・講座受講料について、次年度の

予算要求を確認 し、原価計算 に基
づき料金設定がされていることを

確認した。

に係る手数料

・分析を実施した。

B

A

A

○廃棄物の処分等に係る手数
料
・平成28年度中に完了できな
かつたが、計画最終年度までに
は目標は達成できる見込みであ
るため。

・予定どおり改定効果の検証・分
析を行つた。

・講座 受講料について、受講料
の見直しの方針に基づき、受益

者負担の適正化が図られてい

平成29年度も引き続
、検討する。

・消費税率の引き上 げ

が、平成31年 10月 に

延期されていることか

ら、平成 29年度以降に

対象施設や手‖員の整

理を行う。

歳入確保の取組推進

9 受益者負担の適正イし
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
Ci進捗しているが、目標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、日標は未達成の見込み)

平成20年度平成28年度

る評価
見直し、改善事項

(Action)

計画内容
(Pian)

※下線部は変更箇所

容

Ｊ

内

ａｎ

画

ＰＩ

計

く
具体的な内容

に

目標
目

中

目

平成30年度の
とJ達 目標

A

・予算に計上のない大潟工業回
地や旧土地開発公社分土地で

売却計画に基づき未利
用財産の処分(売却・貸
付)を進める。

[達成目安]

322.247千 円

※参考
売却額 185,485千 円
貸付額 136,762千 円

内の未利用財
売却・貸付)目

目標領 1,824.559千 円

※参考
売却額 1,277.511千 円
貸付額 547,048千 円

る。

・売却計画に基づき未利
用財産の処分(売却・貸
付)を進める。

[達成目安]

316,856千 円
※参考
売却額 180,094千 円

で売却したため、達成目

貸付額
平成27年度|

B

・売却可能資産の商品化及び情報

目安に対する状況]

売却・貸付額 367,876千円
売却 225,139千 円
貸付 142.737千 円

の早

10 未利用財産の売却・貸付の促進

B

・広報上越や市ホームページ、市
名入り各種封筒に有料広告を掲載
した。
・心、るさと納税について、市ホーム
ページや周知用パンフレットを適時
に更新し、情報発信力を高めるとと

・自動販売機設置事業者の決定に
当たり、競争入札の導入について

ふるさと納税 43.403千 円

況]る状

,223千円

A

・有料広告及びふるさと納税に
ついては、平成28年度の目安を
達成したため。
・新たな自主財源の確保策につ
いて、実施に向けた検討が進ん
だため。

越や市ホーム

市名入り各種封

有料広告
9,600千 円以上

ふるさと納税
10,000千 円以上

げて 新たな広
や 自

成 目安 ]

自主財源収入額を次の

有料広告
9,800千 円以上

心、るさと納税
10,000千 円以上

りとする。

る。
・全庁を挙げて、新たな広
告媒体や自主財源の確
保策の検討を進める。

[達成目安]

・有料広告
9,400千 円以上

・ふるさと納税
10,000千 円以上

・広

11 その他の自主財源の確保

A

・進捗状況に遅れはなく、計画ど
おり行われているため。

・第2次中期

一般

る

の進抄管理
目の業務指

目
中期経営計画 (

:平 成27年度～

(各項目の業務
成された状態)

)の

・ガスシステム改革等の
変イし1こ対し

・第 2次

ている状態

計

平

向け準備する。
・簡易水道事業の上水道
事業への統合を実施す
る。 B

・第2次中期経営計画に基づき平
成29年度予算編成を行い、3月 定
例会にて業務指標値の計画・予算
対比を記載し説明した。
・ガスシステム改革関連条例改正
案を12月 定例会に提案し議決され
た。

保安業務規程及び供給計画

2月

届 出を行つた。

保安

12 ガス事業、上水道事業の健全経営の維持

B

・センター病院の改築に向け、「在
り方検討委員会」を設置し、今後必

病院の機能や規模等につ

県の「地域医療構想」の策定経緯
等を踏まえ、在り方検討委員会で
改築に向けた検討を行うとともに、
「新公立病院改革プラン」を策定し
た。

A

・センター病院の改築に向け

てヽ検討した結果を報

に取り組むための具

る「

標を目

てとりまとめた

経営戦略に基づき、健
全経営と地域において必
要な医療提供体制の確
保が図られている状態

数 値※

は 、

ついて検討委員会

革プラン)を策定する。
・また、県が策定を進める
「地域医療構想」とも整合
性を図る。

ど在

え

13 病院事業の健全経営に向けた取組の推進

[公営企業会計への移行]

下水道管渠資産調査
下水道処理場資産調査

[農業集落排水施設の

を図り、統廃合を進め
る。

平

理 の

映 し

実会計への移行]

下水道管渠資産調査
下水道処理場資産調査
農集管渠資産調査
農集処理場資産調査

業集落排水施設の統

地元及び県との協議
財産処分事前協議
アクシヨンプラン県協議

C

・職員研修会を実施した。

農

について、ア
こヽととした。

合 ]

田の詳細

る

め 、

C

[公営企業会計への移行]

・順調に進捗している。

[農業集落排水施設の統廃合]

・統廃合スケジュールを見直し、
平成29年度に統廃合の詳細検
討を実施するため、平成30年度
目標が達成できないが、効果的
かつ最適な統廃合効果を見込
むことができ、経営の健全化に
資することが期待される。

公営企業等の健全経営

下水道及び農集の資産

[農業集落排水施設の統
廃合]

・農集処理場を下水道ヘ

接続する工事につし
実施設計が終了

てヽ、

定に着手

了

改

14 下水道事業の健全経営に向けた取組の推進
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、目標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
Ci進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、日標は未達成の見込み)

目

平成30年度の
到達目標

平成28年度 平成20年度

目
計画内容
(Pian)

取組状況
(Oo)

取組工程に対する評価
(Check) 見直し、改善事項

(Action)

計画内容
(Pian)

※下線部は変更箇所
評

稲 具体的な内容
評

価
平成 30年度の至u還 目標
に対する達成見込み

15 特別会計の効率的な運営

16の 総括評価 C C

民健康保険特別会 ・口座振替の推進や滞納
整理の促進などにより、
収納率の向上を図る。

・特定健診受診率において、毎月、
健康づくり推進課及び区総合事務

として広 当市の受診率が同規 口座振替の推進

】 日程の周知をし
アナウンスを聞し

で 1 り、

健 「 上 を図る。

・特別会計の収支構造の
健全化が図られている状
態

目標値
・収納率

(現年課税分)93239る

(滞納繰越分)1861%
・特定健康診査受診率

54796
・特定保健指導実施率

71091

つ 人が各会場にしヽ た

奨の取組強化を図つた
,758人に受診勧奨訪

ことから、受診率向上
がったと思われる。

こつな
月 以降 1 上を図る。

・特定保健指導については、人
間ドック受診者に対する初回面
接を新たに実施したことから特
定保健指導目標値も達成の見
込みと思われる。
*本計画の特定保健指導目標
値は法定報告値であるため、年
度末時点では暫定数値となり、
法定報告値は翌年10月 に確定
する。

め 、高 しヽ 水準からの伸 ・ジェネI ツク医薬品の普

びとして は対前年2% 向上を図る

目安] ) た。平 目安]

・収納率
(現年課税分)93239る

(滞納繰越分)1862%
・特定健康診査受診率

50796
・特定保健指導実施率

67096

区 、 度以降のデータヘルス
計画、特定健診実施
計画を策定するため、
実績を踏まえた値とな
るよう検討する。

収納率
(現年課税分)

(滞納繰越分)

特定健康診査

地 区特性に合わせて受診 93239る
C

1 86 96

受診率

(確定

る状況]

こ記入)

5279る

特定保健指導実施率
69096特定健康診査受診率

4879`(3月 末現在)

特定保催指導実施率 (未確定)

・平

り

るヽが、
比べ03ポイント1申びて
平成30年度目標との乖

ら

過去の

しい状況

【後期高齢者医療特別会
計】

・特別会計の収支構造の

・広域連合の予定収納率
を達成するよう、日座振替
の推進や督促、催告を行
い収納率の向上を図る。

口座振替の推奨取組は、新規加 理の適 各 広域連合の予定収納率

催 時効 中 る を達成するよう、口座振替
催告を行十三よ 滞納繰越の収納率の向 の推進や督促

い収納率の向をし口
.収納

上を図つた。収納業務移行に伴
い、これら取組結果を整理し業
務引継ぎを行うとともに、平成28

年度決算を適正に行う必要があ
る。
・重症化予防の推進に向け、訪
問等保健指導事業の指導方法
の充実とともに、歯科健診受診
率の向上に向けた取組を強化
する必要がある。

上

ている状 、ヽ収納率の向上
上

滞納管理シ

目標値
・収納率

(現年課税分)99619る

(滞納繰越分)2500(〉
`

安 ]

システム改修及 業務の一部移行
民への周知等を段階

B 知取組を効果 99619る

2500,も的に実施する。 (滞納繰越分)

・収納―元化目安 ] 2月 末現在受診率は
画の受診率736%を収納率

(現年課税分)9961%
(滞納繰越分)2500%

上回つた。

[達成目安に対する状況]

・収納率  (未確定)

7369も

【介護保険特別会計】

・特月1会計の収支構造の
健全化が図られている状
態

目標値
・収納率 9942ワる

・引き続き、納入促進員を
雇用し、滞納者の保険料
徴収に当たるほか、日座
振替の推進や督促、催告
を行い、収納率の向上を
図る。
・平成29年度からの収納
―元化に向け、収納課と

・納入促進員を雇用し、収納率の
向上に努めた。
・収納管理一元化については、収

・納入促進員による月々の徴収 収 納 けて
る。安 てお 業務体制を確立する

ため、収納課とともにるヽ

納課 ― 元 化 につしヽては計

平 成29年4月 1 日 か ら し

日から業務の一部移行を開始して める。
るヽ。
生活習慣病の重症化予防のた 等の取組により、保険給付

伸びが抑制傾向にあり、特ほか、キ折 安 ]

る通し の収支健全化が保たれ 99429る

シ ステ 地域における るヽ ,収納一元化

づくりを行つた。

・予防聞 推進す 目安に対する状況]

収納率  (未確定)

1しを図る。

安 ]

9942,`

【診療所特別会計】 け ・光熱水費及び医薬材料費を除い
た消耗品について、平成27年度よ
りもさらに経費を削減することがで
きた(3月 末で比較して274千円削
減)。

・診療所長(医師)との意見交換の
場を設け、各診察所における現状

・各診療所において、適正な診
療環境の下、光熱水費の削減
に努め、前年度と比較してさらな
る経費を削減することができた。

け、経常
どを どを

特別会計の収支構造の 推進する。(関連INo 4経

費の節減・合理化の徹
底)

・将来的な歳出肖け減に向
け、予防関連事業等の取
組を強化する。

推進する。(関連 :Nc4経

費の節滅・合理化の徹底)

,将来的な歳出削減に向
け、予防関連事業等の取
組を強化する。

られている状

態(特別会計への繰出金
の縮減など)

てヽ情報交換を行つ

事務担当者に対して適正

会を開催けた説明

して

B
ほ か 、

業の取組と 訪 間

1 1



ヽ
Ｂ‥計画

しており
、込み

、
Ｄ‥

施
捗
見

実
進
の

て
に
成

の
に
て岬蝉挫

どおり実施、Ci一部実施できず、D:実施に至らず)

目標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
取組に課題又は改善の余地があり、目標は未達成の見込み)

大

項

目

・項

目

平成30年度の
とJ達 目標

平成28年度 平成29年度

計画内容
(Pian)

取組状況
(Oo)

取組工程に対する評価
(Check) 見直し、改善事項

(Action)

計画内容
(Pian)

※下線部は変更箇所
評
価 具体的な内容

評
価

平成30年度の至Ⅲ選目標
に対する達成見込み

|

|

【新幹線新駅地区土地区
画整理事業特別会計、
地球環境特別会計、索
道事業特別会計】

・特別会計の収支構造の
健全化が図られている状
態(特別会計への繰出金
の縮減など)

・歳入確保に向け、利用
促進に向けた取組などを
推進する。
・歳出削減に向け、経常
経費の節減や公共工事
等コストの削減の取組な
どを推進する。
(関 連 :No 4経費の節減・

合理化の徹底、Nc5入札
契約制度の改善・見直し、
No.6公 共工事等コストの
更なる縮減)

C

【新幹線新駅地区土地区画整理事
業特別会計】
・保留地処分については、平成28

年10月 に案内チランの新聞折込
み、11月 に広報」ステーシヨン、12

月には広報上越での周知を行い、
広く市民などに周知を行つたが、3

区画の販売計画が1区画に留まつ
た。
・コスト縮滅については、職員が各
種研修会を受講するなど、情報収
集に努めた。

【地球環境特別会計】
・定期点検結果等に基づき必要な
修繕を行つたほか、故障時の迅速
な対応による稼働日数の増加に努
めた。また、撤去費用等の情報収
集に着手した。

B

【新幹線新駅地区土地区画整理
事業特別会計】
・保留地処分について、平成30

年度 (事業完了年度)までに、残
り8区画の保留地をすべて売却
することを目標とする。
・平成28年度は、補償物件の移
転が遅延したことから、一部の
工事を平成29年度に繰り越すこ
ととなつた。しかし、引き続き関
係機関と連携を密に図りながら
事業を進めており、計画期間内
で完了する見込みである。
・コスト縮減については、情報収
集や関係課と情報共有を行つて
いる。

【地球環境特別会計】
・様々な異常や故障が発生する
中、緊急性及び必要性を十分に
検討し、効果的な修繕等を行う
ことができた。

【索道事業特別会計】
・索道施設が老朽化している
中、必要性を十分に精査した上
で、計画的に修繕を行つた。

【新幹線新駅地区土地
区画整理事業特別会
計】
・保留地処分について
は、駅前開発が進み
つつある状況や良好
な住環境なども説明
し、早期の売買契約に
繋げる。
・繰越事業について
は、関係機関と調整を
取り、29年度での早期
完了を目指す。

・歳入確保に向け、利用
促進に向けた取組などを
推進する。
・歳出削減に向け、経常
経費の節減や公共工事等
コストの削減の取組などを
推進する。
(関 連 :Nは4経費の節減・

合理化の徹底、No.5入 札
契約制度の改善・見直し、
Nc6公共工事等コストの

更なる縮減)

16 第ニセクターの経営健全化

2行政運営システムの見直し

マネジメントシステムの強化

7 政策協議の実施

・第6次総合計画に基づく
事業の見直し、組み換え
が行われ、社会経済情
勢等の変化をとらえた政
策・施策が効果的に展開
されている状態

・第6次総合計画の進捗
管理を行う(政策的事業
について評価・検証を実

予算編成方針に基づき、各部局 ・。日整担当副課長を中心とした、
庁内での分野横断的な視点に
立った政策検討の環境が定着し
てきた。

第6次総合計画の進捗管
三位置付ける

するための )

・政策協議の実施により、
第6次総合計画に位置付
けた政策・施策及び重点
戦略の推進に必要な事業
の関連付け、優先順位付
け、見直し、組み換えなど
の方針を定め、予算編成
に反映する。

り、

重点戦略及
新規・拡充事

に位置付
及び重点

B 業を新年度予算に反映させた。
・平成29年度当初予算案におい

A
、優先順位付
組み換えなどけ 見

の方針を定め、予算編成
に反映する。

した。

18 徹底した事務事業の見直し

事業評価の実施及び適 事務事業の総点検の結 ・改善・廃止計画に基づき定期的
な進抄管理を実施した。取組の遅
延や課題が発生している事業等に
ついてはヒアリングを実施し、進Jケ

に向けた取組を進めた。
・平成28年度の取組予定の121事

業に対し83事業が完了したほか、

・事務事業の総点検に基づく「改・課題が発生している
ものについて、早期に
今後の対応を決定す
る。

事務事業の総点検の結
を四半期毎に進

目標は達成の

生しているもの

た め ており、

市 である。
課題が発 毎年度の予算

てヽ、評価結果にお し

毎年度の予
てヽ、評価結 向け、関係

成を した予算編成を行

し等で8事業が完了し、あわせ
事業の改善・廃上に取り組ん

つ。
・政策的事業について、決

算をベースに事業評価を

行い、評価結果と連動し

た予算編成を行う。
く改善・廃止
こ対する進

は、完 了445事 業 (779%)、
了126事業(221ワる)である。

られ

ている状態

より、限
が最適

政策的事業について、決

ついては
が必要であ

12



取組状況の評価(A:計画を越えて実施
取組工程に対する評価(A:順調に進捗
C:進捗しているが、日標は未達成の見

ヽ
Ｂ‐計画

しており
、込み

、
Ｄ‥

どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

目標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、目標は達成の見込み、
取組に課題又は改善の余地があり、日標は未達成の見込み)

平成28年度 平成29年度

る評価
(Check)

取組工程
改善事項

ion)

見直し、
(Act

計画内容
(Pian)

※下線部は変更箇所

目
―
目

平成30年度の
至J違 目標 計画内容

(PIan)
具体的な内容

所管課へのヒアリン

てヽ、引き続き

そ

に 、

・各種整備計画の取組を
進捗管理し、財政状況に
応じて優先度の高い事業
から実施する。
・整備計画が必要な事業
を検証し、必要に応じ新た
な整備計画を策定する。

分野ごとに整備計画が

状 態

の高い
ている

各種整備計画の取組を
財政状況に

高い事業て

B

・平成29年度予算において、各種
整備計画に掲げた優先度の高い
事業から要求を行つた。
・公共施設等総合管理計画に基づ

定が必要な力
所管課への

策
上 B

定めた各種整備計

けを行う必要がある。

る

である。
・新たI

実

見

19 各種整備計画の策定と運用

・事務改善に関する課単位での話
し合いを行い、事務の効率化や市
民サービスの向上など全庁で139

件の改善取組を計画的に実施し
た。
・他自治体の改善事例を庁内で共
有し、課単位での取組の推進を
図つた。
・21件の職員提案があり、採用、一

部採用、別の方法で実施を合わ
せ、8件を採用した。
・非常勤一般職を配置することが
効率的な業務や費用削減の効果
が見込まれる業務について、定員
査定を行い、平成29年度予算案に

A

・職場単位の話合いによつて、
改善の取組が計画・実行されて
おり、目標は達成の見込みであ
る。

内部管理事務の効率化・

事務改善の推進
業務改善効率化

グラムを全庁的に実

てヽ

全庁で

1し、
向けて

る。

・事務改善の取組が、全

て し

におし
内部管理事務の効率

化・簡素化、事務改善の
推進に向けて業務改善効
率化プログラムを全庁的
に実施する。
・上記について、

庁て

有 課

B

内部管理事務の効率化・簡素化、事務改善の推進

B

平成28年度予算要求時に作成し

標を設定し、部局の重点
進捗管理を行つた。

・組織目標を踏まえて設定した個
人目標について、人事評価制度の
中で進捗管理及び評価を行つた。

目

平成28年 3月 議

目

B

標を確実に進捗管理す
、日標は達成の見込みとで

・組織目 '予算編成過程に合わ
せ、部局や課等の目標を
設定する(役割・使命・経
営方針、事業の目標な
ど)。 その際、部局や課等
の目標と、個別事業の関
係性を明確にする。
・部局や課等の目標を進
捗管理する(目 標達成度、
成果等)。

ている状態(PDCAサ
クルに基づく取組が定

目標が設

ている状態 )

予算編成過程に合わ
や課等の目標を
(役割・使命・経

営方針、事業の目標な
ど)。 その際、部局や課等
の目標と、個別事業の関
係性を明確にする。
・部局や課等の目標を進
捗管理する(目 標達成
度、成果等)。

部 局

部局ごとの目標管理の実施

・国が抽出した主要17項 目の民間
委託の方向性について、関係課等
との協議を

~兵
施した。

・平成28年度から2業務を直営から

平成28年度から新たに3校で導

目安に対する状況]

・学校給食調理業務委託
新規3校 (累積36枚 )

イはてヽ

定し、

B

・民間委託については、国が抽
出した主要17項 目の全国の委
託導入率を踏まえ、当市の方向
性を決定し、取組を進める予定
であり、日標は達成の見込みで
ある。
・うち、学校給食a周理業務の委
託については、職員の退職者等
の動向を踏まえ導入を進めてい
る。
・なお、民間委託の推進につい
ては、引き続き、国主導の推進
が見込まれることから、適切に
対応できるよう、準備を進める必
要がある。
・PPP/PFI手 法の優先的検討規
程については、国のモデル規程
をより分かりやすくする作業に時
間を要したが、年度内に策定で
きた。

国の動 向等を早期に

情報共有に努

優先的検討規程につ
てヽは、国の動向等を

り、庁内周知を行う。
・平成29年度予算編成
に合わせ給食調理業

(案 )

29年度から

民 間

る

針

務委託

てヽ

に向けた作

し、次

・民間委託等の推進方針
に基づき、効果が認めら
れる業務について、民間
委託等が推進されている
状態

目標値
・学校給食調理業務委
託 :累計44校

※新規取組に関する目
標は、決定の都度、記載
する予定

目安 ]

理業務委

てヽ■)し

を策定す

を検証し、次
向けた作

C

22 民間への業務委託等の推進

真に制度の導入効果

されている状態

tヽられ

適切 に

・指定管理者制度の導
入・運用方針に基づき、
定管理施設の更新又は

し、及び新規導入を

制度の適切な運
状

てヽ1よ、 B

理を行い、予定どおり業務

・モニタリングについては、予定ど
おり業務を実施し、結果の集約を
行つた。

指定

A

について、改めて

に周知を行つたことにより、

ら、目標 は達成の見込み

る

て把握

か

民間活力の活用

指定管理者制度の導入と適正な運用

、及び新規導入を進め

況を的確に把握す

制度の適切な運

てヽ

更新
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取組状況の評価 (A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、Ci一部実施できず、D:実施に至らず )

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
C:進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、目標は未達成の見込み )

平成29年度平成28年度

項

目

中

目

平成30年度の
到逢目標 容

，

内

ａｎ

画

ＰＩ

計

く
辞

具体的な内容
目

る

見直し、改善事項
(Action)

計画内容
(Pian)

※下線部は変更箇所

・進捗が見られない
ケースに対しては、積
極的に関係課へ状況
確認を行うとともに、当
課も協議に加わるなど
して進捗を働きかけ
る。

公の施設の再配置計画

、再配置の取
公の施設の総量を抑
した上で、適正配置
れている状態

目標1直

・公の施設の概ね1割が
再配置されている状態

常J

さ

公 の

の取

B

対し進捗状況を確
必要に応じて協議

、延べ28施設の再配

組

び公

B

適切に進捗管理を行うことがで

の調整が進捗しない
こついては、適宜協議を

地域と
ス

BI 課等と

24 計画的な再配置の実施

・公の施設等除却計画を
適宜更新するとともに、老
朽化による危険度や財源
確保の可能性を検証しな
がら、計画的な除却を実
施する。

公の施設等除却計画に

ている状

て し

公

的な除却を実
施する。 B

・計画した10施設のうち、9施設は
除却済。1施設は着工後に想定外
のアスベスト対応の必要が生した
ことから、平成29年度に繰越し措

業を実施している上 、

B

・平成29年度除却計画を予算編
成と並行させ、老朽化による危
険度や財源確保の可能性を検
証しながら作成しているため。

25 計画的な除却の実施

引き続き、施設管理
データの精

びその分析を
るとともに、施設

老朽化

り方について

関係各

点検マニュアルの策
定」に関しては、個別

包含させるため、取

てヽ「老

」とし

る。

・公共施設等総合管理計

画に基づく取組を進める。

[具体的な取組]

・再配置…別掲 (No 24)

・除却…別掲 (No 25)

理 計

て し

・除却…別掲 (No.25)
,長寿命化…個別施設計

マニュアル

る

る

・再配置…

B

施設管理台帳の更新を実施し

歳出額(保守点検

B

施設の適正配置・老朽化対策

ことから、目標は達成の見込
である。

でき

―夕につし 完成後既存

行 う

と置換する。

計画的な保全・長寿命化の推進

・借地契約が必要な土地
について、地権者との合

、可能な限り基
の借地料となつ

り

準どおり

ている状態

・基準額を上回る契約に
ついて、可能な限り基準

・基準どおりの契約となら
ず、代替策がある場合
は、費用対効果を検証し
た上で、借地契約を解消
する。
・また、永続的に利用する
土地については、取得に
向けた検討を行い、借地
契約の解消を視野に入れ
た見直しに取り組む。

う地

B

・予算編成時において、借受け土

・永続的に利用する土地について
取得に向けた検討を行い、借

平成28年度末の状況
件数  2.118件
面積  313万ド
借地料 105百万円

し、渉

こ入れた見

地の契約

る

りとな
た上で、
いては、
るよう交
せた。

B

提示した基準額に難色を示す

解消及び

定的な地

り

たとは言

つ い

い難いため。

ての見

否

、全ての

・借地料を基準額以内
とすること及び、永続
的に利用する場合の
取得に向け、今後も粘
り強く交渉を継続す
る。

公共施設の見直し

27 借地の解消、借地料の見直し

りの契約となるよう地権

・基準どおりの契約となら
代誉策がある場合
費用対効果を検証し
て、借地契約を解消

約の解消

て ど

渉を行う。

い 、 0ま 」と向

はじめ各種広

ン化を進める

などに対応した広報

―サルデ

市民の

・最新かつ正確な市政情
学生から高齢
い世代に分

手できる状態

ユニバーサル

市ホームページのトップ

月12万 件以上

そ

掲載回

年4回以上

件

広報紙をはじめ各種広

ン化を進める。

ホームページの情報が

・市民のエーズ変化や満
足度などに対応した広報

イ予う。

ルデ

内容となる

B

報紙は6月 十日号の環境月間、
1日 号の雪を活用した食品熟成

・ホームページはトップページのト
ピックスに旬の話題を取り上げな

広

がら、 の ′ ナー項 の

やすし見 改善した。よヽう1こ

,レ

A

・昨年に続く8月 15日 号の体刊や
巻頭ページ数の削減について問
題は生していない。
・広報紙は7月 に市政モニターア
ンケートを実施した結果、「分か
りやすさ、見やすさ」について概
ね8割 の人が満足と答えるなど、
引き続き評価を得ている。

141市 民とのコミュニケーションの充実

分かりやすい市政情報の発信
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一 部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
C:進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、目標は未達成の見込み)

平成28年度 平成29年度

る評価取組工程に対す
(Check)

※下線部は変更箇所

計画内容
(PIan)

目 目

平成30年度の
至ll達 目標 計

(

画内容
Pian)

具体的な内容

見直し、改善事項
(Action)

A

・対話集会の開催をはじめ、市
政モニターアンケートの実施及

から市政運営に反映する
見た意 つ し等に

くポストの設置
公募等により、等委

るヽことから、日

する見込み。

数を設定し開催

リックコメントの
いて確実に実施

ト

民と市

卜を

実施
る。

等の委員の

・市民と市長との対話集
会「キャッチボールトーク」
を時機を提えたテーマと
効果的な回数を設定し開
催する。
・市政モニターアンケート
を年2回 実施する。
・市民の声を聴くポストを
引き続き設置する。
・パブリックコメントの実施
案件について確実に実施
する。
・各種審議会等の委員の
公募を引き続き実施す

B

・対話集会は、10～ 11月 の間に市
内の高校生及び一般市民を対象

状況について広報上越やホーム
ページで市民に広く周知した。
・市政モニターヘ年間2回・8テーマ
についてのアンケートを行い、市政
運営に関する市民の意識・実態・
ニーズ等を把握した。
・市民の声を聴くポストの設置によ
り、市民から市政に対する意見や
提案を聴き、寄せられた意見等に
ついて実施可能なものから市政運
営に反映した。
・パブリックコメントは、年間7案件
について意見募集を行つた結果、
134件 の意見が提出され、うち27件

の意見を各種計画等へ反映した。
・平成28年度は33の審議会等に65

開催概要や対応

こ合計9回 いただいた意
反映する取組

開催した。
てヽ市政ヘ

たヽたヽだし
除く)員

29 広聴活動の推進

対応を検討する。

る。

[本目談サービスの質の向
上]

・職員研修や0」Tを活用
し、専門性や接遇の質の
高いサービスを提供す
る。
・窓ロアンケートを実施
し、現状の把握と改善を
図る。

に 、

や ′

日 の

各階に個室

の需

し

ロ

相

B

全庁で20件の相談窓口に係る見
した。(事務改善事例報

不適合箇所の改善に取り

[相談サービスの質の

ら指摘のあつた事項を見直した。

市

公 一ヽサルデザイ

窓

日の環境整備]

できる

B

・職場における事務改善の取組
の推進を通して、職員の事務改
善に対する意識の向上と職員間
のコミュニケーションを充実さ
せ、組織の活性化を図つており、
継続的な窓日業務の改善につ
なげている。
・相談窓回の環境整備につい
て、各窓回の整備状況にバラつ
きがあるため、統一的な観点で
整備を行う必要がある。

引き続き、一般相

要への対応を検討する。

[相談窓日の環境整備]

・各課等が相談業務に対
応できるスペースを確保
するとともに、各階に個室
やパーテーションを和↓用し
た相談スペースを確保す
る。

[相談サービスの質の向
上]

や0」Tを活用

アンケートを実施
し、現状の担握と改善を

高し
る。
・窓口

に 、

ロ と

日

とも
の需

・市民ニーズに対応した
相談窓日が設置され、市
民の満足度の維持・向上
が図られている状態

30 市民ニーズ等に対応した相談窓口の充実

A
げている。

して

る意識の向

員研修やO」 Tを活用
専門性や接遇の質の
サヽービスを提供す

職

こよ

短縮を図

各種申請手続きの簡素

ている状

り 市

向上

・事務手続の見直しによ

専門性や接遇の質の
サヽービスを提供す

用

B

・全庁で申請書類の点検を実施
し、309件 2.217か所を見直した。

31 申請手続の簡素化

・定員適正化計画に基づ

き、平成31年度当初にお
ける職員数を次のとおり
とする。

正規職員数  1870人

員適正化計画に基づ
計画的な定員適正化

・定員適正化計画に示し
た正規職員数 1,921人
(平成29年4月 1日 現在
正規職員数)

に取り組む。

成目安]

B

平成27年度末に策定した採用計

・定員適正化計画を基本としなが
ら、後年度の業務量の増減、平成

年齢構成の平準化を考慮し、平成

[達成 目安に対する状況 ]

・正規職員数  1,917人
(平 成29年 4月 1日 現在 )

月1日
A

人となり、定員適正化
標人数を達成したた

め。
・目標 人数を下回つたが、定型

的・定例 的な事務を非常勤一般
こ配置変更することなどによ
業務執行体制を確保した。

平成29年 4月 1

は ,91

り、

3人材育成・組織風上の改革

定員の適正化及び組織の見直し

32 定員適正化の推進

定員適正化計画に基づ
、計画的な定員適正化

こ示し

安 ]

化計画 |

平

正規職員数)

り組む。

1,914人

,日 現在
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、目標は達成の見込み、
C:進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、日標は未達成の見込み)

平成28年度 平成29年度

取組工程に対する評価
(Check)

目

平成30年度の
到達目標 計画内容

(Pian)
具体的な内容

目標

見直し、改善事項
(Action)

計
(

※下線部は変更箇所

画内容
Pian)

・市の政策・戦略と業務
効率

て し

的な組
るヽ状態

・行政運営上の環境変化
などに対応するため、適
時に組織の見直しを行う。

B

・子どもの育ちに関する包括支援
体制を構築するため、「すこやかな
くらし支援室」を「すこやかなくらし
包括支援センター」に改めるととも
に、「こども発達支援センター」を機
関として位置付けた。
・また、市が所有する観光施設の
有効活用を図り、第ニセクターの
経営改善に向けた取組を支援する
ため、観光振興課内の「施設係」を
拡充して「施設経営管理室」を設置
するなど、必要な組織改正を行つ
た。

A

・平成29年4月 1日 付で、行政運
営上の環境変化などに対応する
ための組織見直しを行つたた
め。

組織の見直し

見直しを行う。

化上

B

・職員の職階に応した基
礎的資質,能力が向上し
た状態 基礎・階層別研修を実施

・問題解決や政策形成能
力などを高める課題別研

員の育成体制を強化す
る。

針の見直し

や若手職

る。

B

・平成28年 8月 に入材育成方針を

・各種研修を計画どおり実施した。
・専門職の資格取得を2件 支援し

技術職の研修は、今年度の受講
した。

各種研修の実施により、それ

向上に向けた実践的な

らオとる
上

か ら 、

れ

門職の

必要に応 実施時期
対象等、

援は、対
ついて照

職員能力の開発促進

基礎・階層別研修を実施

・問題解決や政策形成能
力などを高める課題別研

・新規採用職員や若手職
員の育成体制を強化す
る。

る。

する。

A

・人事評価制度の運用自体は、
順調に進抄している。
・今後は、評価者間の評価水準
の平準化を図るため、

組んでいく必要がある。
・また、引き続き運用結果の検
証を行い、必要に応じて制度の
見直しを行う。

や

かヽされた状態

昇給等への反映

人材育
士

・人事評価制度を本実施
する。
・適正な運用を図るため、
評価者研修を実施する。
・運用結果を検証し、必要
に応じて制度の見直しを
行う。

B

評価者 間の評価水準の平準化を

の実施に併せて発出した

め 当たり、

談

35 人事評価制度の構築と適正な運用

・人事評価を実施する。
・適正な運用を図るため、
評価者研修を実施する。
・運用結果を検証し、必要
に応して制度の見直しを
行う。

法令連守をはじめ様々
リスクに対するチェック

るヽ状態て し

る取組を行う。

力理 能 ]負 1ヒ にの

研修にお

内研修を
び知識・認

メる

いては、研修
は年度当初

B

・所属長対象の交通安全研修で
は、法令順守及び研修後の職場内
における情報共有の徹底を図つ
た。
・新規採用職員後期、採用3年 目
職員研修では、健康管理のほか、
事例を基に公務員倫理や市職員と
しての心構えを確認した。
・採用3年 目職員に「上越市ツー
シヤルメディアガイドライン(平 成28

年6月 策定)」を配付し、日々の意
識付けを図つた。

A

・研修を通して、法令順守や服
務規律の確保について確認し、
公務員として高い倫理親と危機
管理意識を持つて業務に取り組
む意識付けが図られた。

36 危機管理能力の向上

・危機管理能力の強化に
向け、各階層別研修にお
いてコンプライアンスをは
じめとするリスクマネジメ
ント研修を実施する。
・各職場においては、研修
受講後若しくは年度当初
において、職場内研修を
実施し、情報及び知識・認
識を共有する取組を行う。

B

・夏期休暇や新たに定時退庁日と
したプレミアムフライデーに合わせ
た年次有給休暇の取得について
周知し、積極的・計画的な休暇取
得を促した。

研修において、悩みを抱える
がいないか、表情や体調はど

目安に対する状況 ]

時間外勤務時間数 (通常分)

平成27年度 231.672時 間
平成28年度 224.952時 間

長時間労働者数
平成27年度 1,270人

平成28年度 1,418人

有給休暇取得日数
平成 27年 945日
平成 28年 953日 (速 報値 )

所

こ注視 るととも

セ ミたメンタ)レヘルス

の 不

目

や

B

・研修や面談を通しての、メンタ
ルヘルス対策、業務の進抄管理
及び業務改善、職員間の積極
的なコミュニケーション等によ
り、時間外勤務の縮減や指定し

目指す。

BI

し、

、働きやすい

めた。

[達成目安]

・時間外勤務及び長時間
労働者数 :前年度実績よ
り少ない状態
・有給休暇の取得日数 :1

日以上

い環境整

・働きやすい職場環境が
整備されている状態

※参考指標
・時間外勤務及び長時間
労働者数:前年度実績よ
り少ない状態
・有給休暇の取得日数 :

10日 以上

年次有給休暇の計画的

り職員間の不均衡が解消
研修等の機会

労働者数:前 年度実績よ
り少ない状態
・有給休暇の取得日数 :

10日 以上

さなし

の

成

間

人材育成の推進

職場環境の整備
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、日標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、目標は達成の見込み、
C:進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、日標は未達成の見込み)

平成20年度平成28年度

取組状況
(Do)

る

具体的な内容
目

見直し、改善事項
(Action)

※下線部は変更箇所

計画内容
(Pian)

目

中

目

平成 30年度の
到連目標 計画内容

(Pian)

A

・地域活動支援事業の平成28年

度の提案件数は380件と昨年の
388件 より若干減少したものの、
当初に提案された件数は325件

と昨年の291件よりも上回つた。

るなど、地域の活

した。
平

け

よ

うと

い て

テント等の備
イベントの参加

・コミュニティ助成事業

基準を設け、平成30年

度の申請時から適用
する。
・地域コミュニティ活動
サポート事業では、集

ミュニティのニーズに
応して地域づくリアド′
イザーを派遣する出
講座方式に年度途中
から変更した。今後も
希望するコミュニティに
寄り添う伴走型の支援

緊 急

した評イ面

において

合講座方

・コミュニティ助成事業の

つ

・地域のコミュニティ活動
がより自発的・主体的に

(第 6次総合計画

(上 越市市民の声アン
ケート)

47096(H254250ッ 6)

・集落や町内会などの地
域コミュニティ活動が盛
んであると感じている市
民の割合(上越市市民の
声アンケート)

620%(H2&555%)

ている状態

してし
民活動に
民の害1合

・地域コミュニティ活動の
推進を担う団体への支援
を考予う。

[具体的な取組例〕
・地域活動支援事業の実

・コミュニティ助成事業の

活動サ

B

・地域活動支援事業について、平
度の実施状況を踏まえ、各

は地域の状況やニー

しながら、次年度の採択

し、周知に取り組んでいる。
・平成28年度のコミュニティ助成事
業に採択された事業について、

・平成29年度のコミュニティ助成事
業の利用希望団体に対し、申請害
作成のアドバイスを行い、漏れなく
申請した。
・地域コミュニティ活動サポート事
業では、地域コミュニティが抱える
課題解決のため、事業の改善や新
たな事業の企画に取り組む3団体
に対し、アドバイザーを派遣した。

おり

用された。

38 地域コミュニティ活動の推進

B

・各区において勉強会や視察研
修などを開催し、審議の活性化
に向けた取組が実施されてい
る。
・地域協議会の役害1や 自治区制
度の理解度に、区や委員によつ
て差が生じている。

してアドバイ
個別の対応を検討

づく

は 、

各 的

必要に応
スを行うな

に役
たヽ

・地域自治区制度が有効
に活用され、地域主体の

(第 6次総合計画

・地域協議会の開催回数
308回 /年 (H2&281回 /

年)

・地域協議会について
知っている市民の割合
(上 越市市民の声アン
ケート)

300%(H2&― )

づ く てが推進され

・地域協議会の委員改選
を行い、新たな任期のス
ターHこ伴う委員の資質
向上に資する研修などに
取り組む。
・地域協議会の開催を支
援する。

B

区ごとに、講師を招いた会議の進

12月 に地域活動フォーラムを開

に取り組んし、

区制

て し 自治体の取
当市

の

“

)地域白治の推進

39 地域自治区制度の推進

・市民活動交流会や市民活動体

したりするなど、市民活
化につながる事例が

は高

に団また

れた。

・NPO・ボランテイアセン

けた取組を実施す

て、市民活

(第6次総合計画

4709も (H2542596)
NPO・ ボランテイアセン

243団 体(H2a231団 体)

て し

民の声アン

市

(上

団体の

NPO・ ボランティアセン
として、市 民活

向けた取組を実施す

B

・市民活動への参画促進と市民活
動団体同士の連携が図られるよ
う、月1回程度の交流会やソーシャ
ルビジネスの展開に向けたセミ
ナーを開催したほか、市民活動に
役立つ情報のメール配信を継続し
て実施した。

A

市民活動の促進

多様な市民活動の促進

く市民活動団体の支

講座方

A

<元気の出るふるさと講座>
・回ごとの参加ではなく、通年で
の参加にしたため、参加延べ人
数は前年度を下回るが、これま
で以上に地域についての学びを
深め、課題の解決策に向けた取
組の実践を行うことができた。

<市民活動団体の支援>
・市民活動交流会や市民活動体
験ツアー参加者の満足度は高
く、また、交流会をきつかけに団
体同士が連携して事業を行つた
り、ツアーに参加した人が団体
に所属したりするなど、市民活
動の活性化につながる事例が
見られた。
・地域コミュニティ

'舌

動サポート
事業について、課題解決に向け
た話し合いを行うことにより、地
域への関心が高まり、来年度以
降も話し合いの場を設けようと
する機運が高まってきた。

じて地域づくリアド′

ティに

る出前

した

る。

まちづくりを担う人材育
講習会等を開

元気の出るふるさと講座

ほ か 、 民活動団
づくりに

・まちづくりを担う人材が
育成され、市民活動が推
進されている状態
※参考 (第 6次総合計画
掲載 )

・行動する人づくり事業
「元気の出る心、るさと講
座」受講者数
1.000人 /年
(H2,606人 /年 )

・まちづくりを担う人材育
講習会等を開

るほか、市民活動団

元気の出るら、るさと講座
活動サ

支援する。

づ く

B

く元気の出るふるさと講座>

<市民活動団体の支援>
・市民活動への参画促進と市民活

て実施した。
・地域ヨミュニティ活動サポート事
業では、地域コミュニティが抱える
課題解決のため、事業の改善や新
たな事業の企画に取り組む3団 体
に対し、アドバイザーを派遣した。

21也

月

市ほんヽ、

あつた。

リレビジ けたセミ

4 「新しい公共」の創造・推進

取組推進のための環境整備

41 まちづくりの人材育成
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取組状況の評価(A:計画を越えて実施、B:計画どおり実施、C:一部実施できず、D:実施に至らず)

取組工程に対する評価(A:順調に進捗しており、目標は達成の見込み、B:取組に課題又は改善の余地があるが、日標は達成の見込み、
C:進捗しているが、日標は未達成の見込み、D:取組に課題又は改善の余地があり、日標は未達成の見込み)

平成29年度平成28年度

中 取組工程に対する評価
(Check)

計画内容
(PIan)

※下線部は変更箇所

計画内容
(PIan) 評

具体的な内容
る

見直し、改善事項
(Action)目

平成30年度の
至l達 目標

A

月に全庁的に調査し、把握する
予定。

員には、
や

や間接
て`は、7

・職員の意識向上を図る
ため、市民活動や協働に
関する職員研修を実施す
る(年 2回 、対象者100

市

や協働の推進
職員の意識向

られている状態

人)。

・市民活動や協働に関す
る全庁的な取組を推進す
る。

市

対象者1(年 2

上を図る

B

の研修を開催した。
・平成29年度予算の要求時に併
せ、適正な間接経費の計上に関す
る通知を行つた。

こ関する取組事
協働に対する意

市民活動や協働
の職 員介

職員の意識向上と体制整備
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